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3-1-1 上ノ国町防災会議条例

昭和38年３月28日条例第７号 

改正

昭和38年11月13日条例第23号 

昭和38年12月24日条例第35号 

平成４年３月25日条例第３号 

平成12年３月17日条例第１号 

平成14年３月20日条例第６号 

平成24年９月11日条例第10号 

上ノ国防災会議条例 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定に基づき上ノ

国町防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

（１） 上ノ国町地域防災計画を作成し及びその実施を推進する。

（２） 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

（３） 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

（４） 前各号に掲げるもののほか法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。 

２ 会長は、町長をもつて充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。 

（１） 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

（２） 北海道知事がその部内の職員のうちから指名する者

（３） 町の区域を管轄する警察署長又はその指名する者

（４） 北海道教育委員会がその部内の職員のうちから指名する者

（５） 町長がその部内の職員のうちから指名する者

（６） 上ノ国町教育委員会の教育長

（７） 上ノ国町立診療所長のうちから町長が指名する者

（８） 檜山広域行政組合上ノ国消防署長

（９） 上ノ国町消防団長

（10） 指定公共機関及び指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

６ 前項の委員の定数は22名とする。 

７ 第５項第10号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 
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（専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道庁の職員、町の職員、農業協同組合及び学識経

験のある者のうちから町長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（部会） 

第５条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がそ

の職務を代理する。 

（議事等） 

第６条 前各条に定めるもののほか防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し必要な事項は、

会長が防災会議にはかつて定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和38年11月13日条例第23号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和38年12月24日条例第35号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成４年３月25日条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年３月17日条例第１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年３月20日条例第６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年９月11日条例第10号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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3-1-2 上ノ国町防災会議運営規程

平成５年３月29日 

第１回上ノ国町防災会議決定 

（趣  旨） 

第１条 上ノ国町防災会議（以下「防災会議」という。）の運営について、災害対策基本法（昭

和36年法律第223号）、災害対策基本法施行令（昭和37年政令第286号）及び北海道防災対策基

本法（昭和37年北海道条例第53号）に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。 

（会長の職務代理） 

第２条 防災会議の会長（以下「会長」という。）に事故があるときは、防災会議委員（以下「委

員」という。）である上ノ国町副町長がその職務を代理する。 

（防災会議の招集） 

第３条 防災会議は、会長が招集する。 

２ 委員は、必要があると認めたときは、会長に対して、防災会議の招集を求めることができ

るものとする。 

（議  事） 

第４条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。 

（委員の異動報告） 

第５条 上ノ国町防災会議条例第３条第５項第１号から第４号及び第７号から第10号に掲げる

委員に異動等により変更があった場合は、当該委員の後任者は、その職、氏名及び異動年月

日を直ちに会長に報告しなければならない。 

（会長への委任） 

第６条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。 

 附 則 

この規程は、平成５年４月１日から施行する。 

 附 則 

この規程は、平成19年４月１日から施行する。 
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3-2-1 上ノ国町災害対策本部条例 

昭和38年６月25日条例第14号 

改正               

平成８年６月20日条例第６号 

平成24年９月11日条例第11号 

 

上ノ国町災害対策本部条例 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条第７項の規定に基づき、上

ノ国町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（組織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときはその職務を

代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

（部） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災

害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもつて

充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

（雑則） 

第５条 前各条に定めるもののほか災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年６月20日条例第６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年９月11日条例第11号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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3-4-1　警報・注意報発表基準一覧表

令和2年8月6日現在

発表官署    函館地方気象台

（浸水害） 表面雨量指数基準

（土砂災害） 土壌雨量指数基準

流域雨量指数基準

複合基準＊1

指定河川洪水予報
による基準

陸上 20m/s

海上 25m/s

陸上 20m/s  雪による視程障害を伴う

海上 25m/s  雪による視程障害を伴う

降雪の深さ

有義波高

潮位

表面雨量指数基準

土壌雨量指数基準

流域雨量指数基準

複合基準
＊1

指定河川洪水予報
による基準

陸上 13m/s

海上 18m/s

陸上 13m/s  雪による視程障害を伴う

海上 18m/s  雪による視程障害を伴う

降雪の深さ

有義波高

潮位

陸上 200m

海上 500m

着氷

１時間雨量記録的短時間大雨情報 100mm
＊1（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。

通年：（平均気温）平年より5℃以上低い日が2日以上継続

最低気温3℃以下

船体着氷：水温4℃以下　気温-5℃以下で風速8m/s以上

気温0℃くらいで、強度並以上の雪が数時間以上継続

霜

着雪

低温

平均風速

平均風速

平均風速

平均風速

視程

3.0m

0.8m

落雷等により被害が予想される場合

60mm以上：24時間雨量と融雪量（相当水量）の合計

6.0m

最小湿度35%　実効湿度65%

①24時間降雪の深さ30cm以上
②積雪の深さ50cm以上で、日平均気温5℃以上

6

67

目名川流域=9.6，天野川流域=16.1，小安在川流域=8，
石崎川流域=21.3

目名川流域=（5，7.7），
天野川流域=（5，12.9）

－

12時間降雪の深さ25cm

11

114

目名川流域=12.1，天野川流域=20.2，小安在川流域=10.1，
石崎川流域=26.7

目名川流域=（5，8.6），
天野川流域=（7，20）

－

12時間降雪の深さ40cm

雷

融雪

濃霧

乾燥

なだれ

洪水

強風

風雪

大雪

波浪

高潮

警報

注意報

大雨

洪水

暴風

暴風雪

大雪

波浪

渡島・檜山地方
檜山地方

檜山南部

高潮

大雨

上ノ国町

府県予報区
一次細分区域

市町村等をまとめた地域

1.2m
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（別表1）大雨警報基準 令和元年5月29日現在
市町村等を
まとめた地域

市町村等 土壌雨量指数基準

八雲町八雲 121

長万部町 126

函館市 106

北斗市 114

七飯町 124

鹿部町 143

森町 122

松前町 93

福島町 140

知内町 126

木古内町 120

八雲町熊石 134

今金町 133

せたな町 114

江差町 134

上ノ国町 114

厚沢部町 131

乙部町 118

檜山奥尻島 奥尻町 116

12

12

渡島北部

渡島東部

渡島西部

檜山北部

檜山南部

8

10

11

13

11

12

12

10

9

13

12

11

表面雨量指数基準

13

12

11

12

13

 1 / 1

3-6



（別表2）洪水警報基準 令和2年8月6日現在
市町村等を
まとめた地域

市町村等 複合基準
＊1 指定河川洪水予報による基準

八雲町八雲 音名川流域=（11，7.2） －

長万部町 － －

函館市 汐泊川流域=（6，18.9），
鮫川流域=（6，7.3），
亀田川流域=（6，9.4），
八木川流域=（6，10.1）

－

北斗市 大野川流域=（5，17），
茂辺地川流域=（5，15.2）

－

七飯町 久根別川流域=（9，6.5），
湯出川流域=（5，5.7），
精進川流域=（5，6.6）

－

鹿部町 － －

森町 尾白内川流域=（5，10.8） －

松前町 大松前川流域=（5，4.5） －

福島町 福島川流域=（7，13.5） －

知内町 中の川流域=（6，3.3），
森越川流域=（6，7.3）

－

木古内町 木古内川流域=（5，21.8） －

八雲町熊石 － －

今金町 － 後志利別川［住吉・今金］

せたな町 太櫓川流域=（5，11.5），
後志利別川流域=（5，31.5）

後志利別川［今金］

江差町 鰔川流域=（10，5.2），
田沢川流域=（6，6.3），
泊川流域=（6，5.9），
豊部内川流域=（6，8.9）

－

上ノ国町 目名川流域=（5，8.6），
天野川流域=（7，20）

－

厚沢部町 厚沢部川流域=（9，30.2），
鶉川流域=（7，16.6）

－

乙部町 突符川流域=（5，11.1） －

檜山奥尻島 奥尻町 － －

亀川流域=10.7，佐女川流域=7.1，
木古内川流域=21.9，建有川流域=8.5，
瓜谷川流域=10.9

流域雨量指数基準

遊楽部川流域=33.8，奥津内川流域=9.7，
野田追川流域=21.7，落部川流域=23.9，
音名川流域=8，鉛川流域=15.5，
賀呂川流域=7.9

長万部川流域=17，国縫川流域=15.7，
静狩川流域=5.8

尻岸内川流域=16.7，汐泊川流域=23.4，
松倉川流域=18.2，鮫川流域=8.7，
亀田川流域=11.9，常盤川流域=10.1，
温川流域=17.7，湯の川流域=4.2，
石川流域=7.4，川汲川流域=6.9，
尾札部川流域=8.3，八木川流域=11.3

久根別川流域=18.6，大野川流域=22.7，
戸切地川流域=17.2，流渓川流域=14.2，
茂辺地川流域=21.3，大当別川流域=7.4，
常盤川流域=10.3

久根別川流域=11.4，湯出川流域=5.9，
折戸川流域=23.4，軍川流域=12.7，
精進川流域=7.8

馬場川流域=9.9，トマンケシナイ川流域=9.7，
チブタウシナイ川流域=5.7，
下ハカイマップ川流域=13.2，
上ハカイマップ川流域=9.3，
オチャラッペ川流域=18.4

真駒内川流域=17.5，ポン目名川流域=11.2，
利別目名川流域=12.5，馬場川流域=13.6，
太櫓川流域=12.8

厚沢部川流域=42.4，鰔川流域=6，
田沢川流域=7，泊川流域=6，豊部内川流域=9

目名川流域=12.1，天野川流域=20.2，
小安在川流域=10.1，石崎川流域=26.7

厚沢部川流域=41，安野呂川流域=20.3，
鶉川流域=18.9，糠野川流域=14.7

折戸川流域=25.8，鹿部川流域=9.3

濁川流域=13.7，桂川流域=10.7，
鳥崎川流域=18，森川流域=9.2，
尾白内川流域=12.1

大鴨津川流域=13.9，茂草川流域=11.7，
赤神川流域=6.4，大松前川流域=5，
及部川流域=14.3

知内川流域=14.2，白符川流域=7.3，
澗内川流域=6.2，福島川流域=14.1

建有川流域=6.8，中の川流域=3.7，
森越川流域=8.4，知内川流域=30.9

＊1
　（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。

来拝川流域=16.8，小茂内川流域=11.5，
姫川流域=18.2，小川流域=9.7，
突符川流域=12.4

釣懸川流域=6.8，烏頭川流域=4.9，
赤石川流域=5.8，青苗川流域=10

渡島北部

渡島東部

渡島西部

檜山北部

檜山南部

平田内川流域=7.2，見市川流域=14.6，
冷水川流域=11.8，相沼内川流域=19.1
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（別表3）大雨注意報基準 令和元年5月29日現在
市町村等を
まとめた地域

市町村等 土壌雨量指数基準

八雲町八雲 71

長万部町 74

函館市 62

北斗市 67

七飯町 73

鹿部町 84

森町 71

松前町 54

福島町 82

知内町 74

木古内町 70

八雲町熊石 79

今金町 78

せたな町 67

江差町 79

上ノ国町 67

厚沢部町 77

乙部町 69

檜山奥尻島 奥尻町 68

7

9

渡島北部

渡島東部

渡島西部

檜山北部

檜山南部

6

7

7

8

6

7

9

7

7

9

8

8

表面雨量指数基準

9

7

8

7

6

 1 / 1
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（別表4）洪水注意報基準 令和2年8月6日現在
市町村等を
まとめた地域

市町村等 複合基準
＊1 指定河川洪水予報による基準

八雲町八雲 音名川流域=（7，5.1），
鉛川流域=（5，5.1），
賀呂川流域=（7，6.1）

－

長万部町 静狩川流域=（6，3.7） －

函館市 汐泊川流域=（5，17），
鮫川流域=（5，6.6），
亀田川流域=（5，8.5），
湯の川流域=（6，2.6），
川汲川流域=（6，4.4），
八木川流域=（5，9）

－

北斗市 久根別川流域=（6，5.4），
大野川流域=（5，14.5），
戸切地川流域=（5，13.7），
流渓川流域=（5，8.3），
茂辺地川流域=（5，13.6），
大当別川流域=（5，4.7）

－

七飯町 久根別川流域=（5，5.9），
湯出川流域=（5，4.7），
折戸川流域=（5，15.1），
軍川流域=（5，8.1），
精進川流域=（5，5.9）

－

鹿部町 － －

森町 尾白内川流域=（5，9.6） －

松前町 大松前川流域=（5，4） －

福島町 知内川流域=（5，11.3），
福島川流域=（5，11.2）

－

知内町 建有川流域=（6，4.3），
中の川流域=（5，2.9），
森越川流域=（6，5.4），
知内川流域=（5，24.7）

－

木古内町 木古内川流域=（5，17.5），
建有川流域=（5，6.8），
瓜谷川流域=（5，7）

－

八雲町熊石 見市川流域=（6，9.3），
相沼内川流域=（5，13.1）

－

今金町 － 後志利別川［住吉・今金］

せたな町 真駒内川流域=（5，11.4），
太櫓川流域=（5，10.2），
後志利別川流域=（5，28）

後志利別川［今金］

江差町 厚沢部川流域=（6，27.1），
鰔川流域=（6，3.8），
田沢川流域=（6，5.6），
泊川流域=（5，4.8），
豊部内川流域=（6，5.8）

－

上ノ国町 目名川流域=（5，7.7），
天野川流域=（5，12.9）

－

厚沢部町 厚沢部川流域=（7，26.2），
安野呂川流域=（5，12.6），
鶉川流域=（5，11.7），
糠野川流域=（5，11.7）

－

乙部町 来拝川流域=（5，13.4），
小茂内川流域=（5，9.2），
姫川流域=（5，14.5），
小川流域=（5，7.7），
突符川流域=（5，9.9）

－

檜山奥尻島 奥尻町 － －

亀川流域=8.5，佐女川流域=5.6，
木古内川流域=17.5，建有川流域=6.8，
瓜谷川流域=8.7

流域雨量指数基準

遊楽部川流域=27，奥津内川流域=7.7，
野田追川流域=17.3，落部川流域=19.1，
音名川流域=6.4，鉛川流域=7.8，
賀呂川流域=6.3

長万部川流域=13.6，国縫川流域=12.5，
静狩川流域=4.6

尻岸内川流域=13.3，汐泊川流域=18.7，
松倉川流域=14.5，鮫川流域=6.9，
亀田川流域=9.5，常盤川流域=8，
温川流域=14.1，湯の川流域=3.3，
石川流域=5.9，川汲川流域=5.5，
尾札部川流域=6.6，八木川流域=9

久根別川流域=9.3，大野川流域=18.1，
戸切地川流域=13.7，流渓川流域=11.3，
茂辺地川流域=17，大当別川流域=5.9，
常盤川流域=8.2

久根別川流域=9.1，湯出川流域=4.7，
折戸川流域=18.7，軍川流域=10.1，
精進川流域=6.2

馬場川流域=7.9，トマンケシナイ川流域=7.7，
チブタウシナイ川流域=4.5，
下ハカイマップ川流域=10.5，
上ハカイマップ川流域=7.4，
オチャラッペ川流域=14.7

真駒内川流域=14，ポン目名川流域=8.9，
利別目名川流域=10，馬場川流域=10.8，
太櫓川流域=10.2

厚沢部川流域=33.9，鰔川流域=4.8，
田沢川流域=5.6，泊川流域=4.8，
豊部内川流域=7.2

目名川流域=9.6，天野川流域=16.1，
小安在川流域=8，石崎川流域=21.3

厚沢部川流域=29.8，安野呂川流域=16.2，
鶉川流域=15.1，糠野川流域=11.7

折戸川流域=20.6，鹿部川流域=7.4

濁川流域=10.9，桂川流域=8.5，
鳥崎川流域=14.4，森川流域=7.3，
尾白内川流域=9.6

大鴨津川流域=11.1，茂草川流域=9.3，
赤神川流域=5.1，大松前川流域=4，
及部川流域=11.4

知内川流域=11.3，白符川流域=5.8，
澗内川流域=4.9，福島川流域=11.2

建有川流域=5.4，中の川流域=2.9，
森越川流域=6.7，知内川流域=24.7

＊1　（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。

来拝川流域=13.4，小茂内川流域=9.2，
姫川流域=14.5，小川流域=7.7，
突符川流域=9.9

釣懸川流域=5.4，烏頭川流域=3.9，
赤石川流域=4.6，青苗川流域=8

渡島北部

渡島東部

渡島西部

檜山北部

檜山南部

平田内川流域=5.7，見市川流域=11.6，
冷水川流域=9.4，相沼内川流域=13.1
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（別表5）高潮警報・注意報基準 平成22年5月27日現在

注意報

八雲町八雲 0.8m

長万部町 0.8m

函館市 0.8m

北斗市 0.8m

七飯町 －

鹿部町 0.8m

森町 0.8m

松前町 0.8m

福島町 0.8m

知内町 0.8m

木古内町 0.8m

八雲町熊石 0.8m

今金町 －

せたな町 0.8m

江差町 0.8m

上ノ国町 0.8m

厚沢部町 －

乙部町 0.8m

檜山奥尻島 奥尻町 0.8m

潮位

警報

1.2m

1.2m

1.0m

1.1m

－

1.2m

1.2m

1.2m

1.2m

1.0m

1.2m

1.2m

－

1.2m

1.2m

1.2m

－

1.2m

1.2m
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（参考）大雨警報（浸水害）の危険度分布の基準値 令和元年5月29日現在

基準Ⅲ（大雨警報（浸水害）の基準を
大きく超過した表面雨量指数基準）

基準Ⅱ
（大雨警報（浸水害）基準）

基準Ⅰ
（大雨注意報基準）

八雲町八雲 18 13 9

長万部町 16 12 7

函館市 20 11 8

北斗市 15 12 7

七飯町 18 13 6

鹿部町 21 12 9

森町 16 10 7

松前町 12 9 7

福島町 16 13 9

知内町 15 12 8

木古内町 16 11 8

八雲町熊石 15 8 6

今金町 15 10 7

せたな町 15 11 7

江差町 17 13 8

上ノ国町 14 11 6

厚沢部町 16 12 7

乙部町 15 12 7

檜山奥尻島 奥尻町 15 12 9

檜山北部

檜山南部

表面雨量指数
市町村等

市町村等を
まとめた地域

渡島北部

渡島東部

渡島西部
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準
を

大
き
く
超
過
し
た
基
準
）

流
域
雨
量
指
数
基
準

流
域
雨
量
指
数
基
準

複
合
基
準
＊
1

流
域
雨
量
指
数
基
準

複
合
基
準
＊
1

基
準
Ⅱ
（洪
水
警
報
基
準
）

基
準
Ⅰ
（洪
水
注
意
報
基
準
）

市
町
村
等

市
町
村
等
を

ま
と
め
た
地
域

江
差
町

厚
沢
部
川
流
域
=5
0
.9
，
鰔
川
流
域
=9
.7
，


田
沢
川
流
域
=
10
.1
，
泊
川
流
域
=7
.2
，


豊
部
内
川
流
域
=1
0
.8

厚
沢
部
川
流
域
=4
2.
4，
鰔
川
流
域
=6
，


田
沢
川
流
域
=7
，
泊
川
流
域
=6
，
豊
部
内
川
流
域
=9

鰔
川
流
域
=（
10
，
5.
2）
，

田
沢
川
流
域
=（
6，
6.
3）
，

泊
川
流
域
=（
6，
5.
9）
，

豊
部
内
川
流
域
=（
6，
8.
9）

厚
沢
部
川
流
域
=3
3.
9，
鰔
川
流
域
=4
.8
，


田
沢
川
流
域
=5
.6
，
泊
川
流
域
=4
.8
，


豊
部
内
川
流
域
=7
.2

厚
沢
部
川
流
域
=（
6，
27
.1
），

鰔
川
流
域
=（
6，
3.
8）
，

田
沢
川
流
域
=（
6，
5.
6）
，

泊
川
流
域
=（
5，
4.
8）
，

豊
部
内
川
流
域
=（
6，
5.
8）

上
ノ
国
町

目
名
川
流
域
=
14
.5
，
天
野
川
流
域
=3
6.
7
，


小
安
在
川
流
域
=1
2
.1
，
石
崎
川
流
域
=3
2

目
名
川
流
域
=1
2.
1，
天
野
川
流
域
=2
0.
2，


小
安
在
川
流
域
=1
0.
1，
石
崎
川
流
域
=2
6.
7

目
名
川
流
域
=（
5，
8.
6）
，

天
野
川
流
域
=（
7，
20
）

目
名
川
流
域
=9
.6
，
天
野
川
流
域
=1
6.
1，


小
安
在
川
流
域
=8
，
石
崎
川
流
域
=2
1.
3

目
名
川
流
域
=（
5，
7.
7）
，

天
野
川
流
域
=（
5，
12
.9
）

厚
沢
部
町

厚
沢
部
川
流
域
=4
9
.2
，
安
野
呂
川
流
域
=2
4
.4
，


鶉
川
流
域
=
22
.7
，
糠
野
川
流
域
=1
7.
6

厚
沢
部
川
流
域
=4
1，
安
野
呂
川
流
域
=2
0.
3，


鶉
川
流
域
=1
8.
9，
糠
野
川
流
域
=1
4.
7

厚
沢
部
川
流
域
=（
9，
30
.2
），

鶉
川
流
域
=（
7，
16
.6
）

厚
沢
部
川
流
域
=2
9.
8，
安
野
呂
川
流
域
=1
6.
2，


鶉
川
流
域
=1
5.
1，
糠
野
川
流
域
=1
1.
7

厚
沢
部
川
流
域
=（
7，
26
.2
），

安
野
呂
川
流
域
=（
5，
12
.6
），

鶉
川
流
域
=（
5，
11
.7
），

糠
野
川
流
域
=（
5，
11
.7
）

乙
部
町

来
拝
川
流
域
=
21
.7
，
小
茂
内
川
流
域
=1
3
.8
，


姫
川
流
域
=
21
.8
，
小
川
流
域
=1
1.
6，


突
符
川
流
域
=
14
.9

来
拝
川
流
域
=1
6.
8，
小
茂
内
川
流
域
=1
1.
5，


姫
川
流
域
=1
8.
2，
小
川
流
域
=9
.7
，


突
符
川
流
域
=1
2.
4

突
符
川
流
域
=（
5，
11
.1
）

来
拝
川
流
域
=1
3.
4，
小
茂
内
川
流
域
=9
.2
，


姫
川
流
域
=1
4.
5，
小
川
流
域
=7
.7
，


突
符
川
流
域
=9
.9

来
拝
川
流
域
=（
5，
13
.4
），

小
茂
内
川
流
域
=（
5，
9.
2）
，

姫
川
流
域
=（
5，
14
.5
），

小
川
流
域
=（
5，
7.
7）
，

突
符
川
流
域
=（
5，
9.
9）

檜
山
奥
尻
島

奥
尻
町

釣
懸
川
流
域
=
8.
2，
烏
頭
川
流
域
=5
.9
，


赤
石
川
流
域
=
7，
青
苗
川
流
域
=
12

釣
懸
川
流
域
=6
.8
，
烏
頭
川
流
域
=4
.9
，


赤
石
川
流
域
=5
.8
，
青
苗
川
流
域
=1
0

－
釣
懸
川
流
域
=5
.4
，
烏
頭
川
流
域
=3
.9
，


赤
石
川
流
域
=4
.6
，
青
苗
川
流
域
=8

－

檜
山
南
部

＊
1
（
表
面
雨
量
指
数
，
流
域
雨
量
指
数
）の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
基
準
値
を
表
し
て
い
ま
す
。
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3-4-5 台風の大きさと強さの基準

台風と熱帯低気圧の表現 

最大風速 表現 

およそ17m/s（34ノット、風力8）未満 熱帯低気圧 

およそ17m/s（34ノット、風力8）以上 台風 

大きさの階級分け 

大きさ 風速15m/s以上の半径 

（表現しない） 500km未満 

大 型：（大きい） 500km以上～800km未満 

超大型：（非常に大きい） 800km以上 

強さの階級分け 

強さ 最大風速 

（表現しない） およそ17m/s（34ノット）～33m/s（64ノット）未満 

強い 33m/s（64ノット）以上～44m/s（85ノット）未満 

非常に強い 44m/s（85ノット）以上～54m/s（105ノット）未満 

猛烈な 54m/s（105ノット）以上 
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